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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

照明工業会（JLMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって，JIS C 8155:2010 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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一般照明用 LED モジュール－性能要求事項 

LED modules for general lighting-Performance requirements 

 
序文 

この規格は，2014 年に第 1 版として発行された IEC 62717 及び Amendment 1:2015 を基とし，技術的内

容を変更して作成した日本工業規格である。ただし，追補（amendment）については，編集し，一体とし

た。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

1.1 総則 

この規格は，LED モジュールに関する性能要求事項，その試験方法及び判定基準について規定する。次

に示す三つのタイプの LED モジュールを対象とする（図 1 参照）。 

タイプ 1： 250 V 以下の直流電源又は 1 000 V 以下の 50 Hz 若しくは 60 Hz の交流電源で使用する制御装置

内蔵形 LED モジュール 

タイプ 2： 商用電源に接続される JIS C 8147-2-13 に規定する制御装置と組み合わせて動作させる制御装

置一部内蔵形 LED モジュール（定電圧，定電流又は定電力で動作する制御部を内部に備えてい

る。） 

タイプ 3： JIS C 8147-2-13 に規定する制御装置と組み合わせて定電圧，定電流又は定電力で動作させる制

御装置非内蔵形 LED モジュール 
  


